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参照条文

〇下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）(抄)

（用語の定義）

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

一 （略）

二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠きよその他の排水施

設（かんがい排水施設を除く。）、これに接続して下水を処理するために設けられ

る処理施設（屎し尿浄化槽を除く。）又はこれらの施設を補完するために設けられ

るポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。

三 公共下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。

イ 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が

管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するもので

あり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠きよである構造のも

の

ロ 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理す

る下水道で、河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの

又は流域下水道に接続するもの

四～九（略）

（管理）

第三条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものと

する。

２ (略)

（供用開始の公示等）

第九条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらか

じめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定め

る事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公

共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更

しようとするときも、同様とする。

２ (略)

（排水設備の設置等）

第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域

内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地
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の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施

設（以下「排水設備」という。）を設置しなければならない。ただし、特別の事情に

より公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、こ

の限りでない。

一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者

二 建築物の敷地でない土地（次号に規定する土地を除く。）にあつては、当該土地

の所有者

三 道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路をいう。）その他の公

共施設（建築物を除く。）の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべ

き者

２ 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれ

を設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者（前

項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者）が行うものとする。

３ 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法（昭和二十五年法律第

二百一号）その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定に

よるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

（排水に関する受忍義務等）

第十一条 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の

土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難で

あるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用

することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損

害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。

２ 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じ

て、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

３ 第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条

第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備

の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他

人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該

土地の占有者に告げなければならない。

４ 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与え

た場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

〇 標準下水道条例(昭和 34 年 11 月 18 日付け厚生省衛発第 1108 号・建設省計発第

441 号)(抄)

(排水設備等の計画の確認)

第五条 排水設備又は法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受

けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする

者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適

合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請者に必要な書類

を添付して提出し、市(町村)長の確認を受けなければならない。
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２ 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更し

ようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規

定による市(町村)長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に

影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市(町村)長に届け出ることを

もって足りる。

（排水設備指定工事店の指定）

第六条 排水設備等の新設等の工事（規則で定める軽微な工事を除く。）は市（町村）

長の指定を受けた者（以下「指定工事店」という。）でなければ、行ってはならない。

２ 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から〇年とする。

３ 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとする

ときは、指定の更新を受けなければならない。

（排水設備等の工事の検査）

第七条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了し

た日から〇〇日以内にその旨を市（町村）長に届け出て、その工事が排水設備等の

設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市（町村）

の職員の検査を受けなければならない。

２ 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備

等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設

備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付する

ものとする。
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〇 民法（明治 29 年法律第 89 号）(抄)

〇民法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第 24 号）による改正後の条文
※公布：令和３年４月２８日
施行：令和５年４月１日

現 行

（継続的給付を受けるための設備の設置

権等）

第二百十三条の二 土地の所有者は、他

の土地に設備を設置し、又は他人が所

有する設備を使用しなければ電気、ガ

ス又は水道水の供給その他これらに類

する継続的給付（以下この項及び次条

第一項において「継続的給付」という。）

を受けることができないときは、継続

的給付を受けるため必要な範囲内で、

他の土地に設備を設置し、又は他人が

所有する設備を使用することができ

る。

２ 前項の場合には、設備の設置又は使

用の場所及び方法は、他の土地又は他

人が所有する設備（次項において「他

の土地等」という。）のために損害が最

も少ないものを選ばなければならな

い。

３ 第一項の規定により他の土地に設備

を設置し、又は他人が所有する設備を

使用する者は、あらかじめ、その目的、

場所及び方法を他の土地等の所有者及

び他の土地を現に使用している者に通

知しなければならない。

４ 第一項の規定による権利を有する者

は、同項の規定により他の土地に設備

を設置し、又は他人が所有する設備を

使用するために当該他の土地又は当該

他人が所有する設備がある土地を使用

することができる。この場合において

は、第二百九条第一項ただし書及び第

二項から第四項までの規定を準用す

る。

５ 第一項の規定により他の土地に設備

(新設)
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〇民法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第 24 号）による改正後の条文
※公布：令和３年４月２８日
施行：令和５年４月１日

現 行

を設置する者は、その土地の損害（前

項において準用する第二百九条第四項

に規定する損害を除く。）に対して償金

を支払わなければならない。ただし、

一年ごとにその償金を支払うことがで

きる。

６ 第一項の規定により他人が所有する

設備を使用する者は、その設備の使用

を開始するために生じた損害に対して

償金を支払わなければならない。

７ 第一項の規定により他人が所有する

設備を使用する者は、その利益を受け

る割合に応じて、その設置、改築、修繕

及び維持に要する費用を負担しなけれ

ばならない。

（共有物の使用）

第二百四十九条 各共有者は、共有物の

全部について、その持分に応じた使用

をすることができる。

２ 共有物を使用する共有者は、別段の合

意がある場合を除き、他の共有者に対

し、自己の持分を超える使用の対価を

償還する義務を負う。

３ 共有者は、善良な管理者の注意をも

って、共有物の使用をしなければなら

ない。

（共有物の変更）

第二百五十一条 各共有者は、他の共有

者の同意を得なければ、共有物に変更

（その形状又は効用の著しい変更を伴

わないものを除く。次項において同

じ。）を加えることができない。

２ 共有者が他の共有者を知ることがで

きず、又はその所在を知ることができ

ないときは、裁判所は、共有者の請求

（共有物の使用）

第二百四十九条 各共有者は、共有物の

全部について、その持分に応じた使用

をすることができる。

(新設)

(新設)

（共有物の変更）

第二百五十一条 各共有者は、他の共有

者の同意を得なければ、共有物に変更

を加えることができない。

(新設)
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〇民法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第 24 号）による改正後の条文
※公布：令和３年４月２８日
施行：令和５年４月１日

現 行

により、当該他の共有者以外の他の共

有者の同意を得て共有物に変更を加え

ることができる旨の裁判をすることが

できる。

（共有物の管理）

第二百五十二条 共有物の管理に関する

事項（次条第一項に規定する共有物の

管理者の選任及び解任を含み、共有物

に前条第一項に規定する変更を加える

ものを除く。次項において同じ。）は、

各共有者の持分の価格に従い、その過

半数で決する。共有物を使用する共有

者があるときも、同様とする。

２ 裁判所は、次の各号に掲げるときは、

当該各号に規定する他の共有者以外の

共有者の請求により、当該他の共有者

以外の共有者の持分の価格に従い、そ

の過半数で共有物の管理に関する事項

を決することができる旨の裁判をする

ことができる。

一 共有者が他の共有者を知ることが

できず、又はその所在を知ることが

できないとき。

二 共有者が他の共有者に対し相当の

期間を定めて共有物の管理に関する

事項を決することについて賛否を明

らかにすべき旨を催告した場合にお

いて、当該他の共有者がその期間内

に賛否を明らかにしないとき。

３ 前二項の規定による決定が、共有者間

の決定に基づいて共有物を使用する共

有者に特別の影響を及ぼすべきとき

は、その承諾を得なければならない。

４ 共有者は、前三項の規定により、共有

物に、次の各号に掲げる賃借権その他

の使用及び収益を目的とする権利（以

（共有物の管理）

第二百五十二条 共有物の管理に関する

事項は、前条の場合を除き、各共有者

の持分の価格に従い、その過半数で決

する。ただし、保存行為は、各共有者

がすることができる。

(新設)

(新設)

(新設)
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〇民法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第 24 号）による改正後の条文
※公布：令和３年４月２８日
施行：令和５年４月１日

現 行

下この項において「賃借権等」という。）

であって、当該各号に定める期間を超

えないものを設定することができる。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする

山林の賃借権等 十年

二 前号に掲げる賃借権等以外の土地

の賃借権等 五年

三 建物の賃借権等 三年

四 動産の賃借権等 六箇月

５ 各共有者は、前各項の規定にかかわら

ず、保存行為をすることができる。

（改正なし）

(新設)

（地役権の内容）

第二百八十条 地役権者は、設定行為で

定めた目的に従い、他人の土地を自己

の土地の便益に供する権利を有する。

ただし、第三章第一節（所有権の限界）

の規定（公の秩序に関するものに限

る。）に違反しないものでなければな

らない。


